
病床機能報告における病棟の情報の収集について

【基本的な考え方】

○ 一般病床の機能分化の推進に向けた取組については、社会保障審議会医療部会や

「急性期医療に関する作業グループ」、「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に

関する検討会」において議論を重ね、

・報告は病棟単位を基本とする

・担っている医療機能のほか、提供している医療の内容（手術件数等）、人員配置、構造

設備などについても併せて報告する

が、その際、医療機関にとって極力追加的な負担が生じないように留意することとされた。

【具体的な対応方法】

○ 上記を踏まえ、医療機関が簡便な方法により報告が可能となるよう、報告項目及び方

法について電子レセプトを活用するとともに、医療の内容に関する項目が病棟ごとに把握

することが可能となるよう、電子レセプトに病棟の情報（病棟コード）を記録する。

○ 電子レセプトへの病棟の情報（病棟コード）の記録は、できるだけ新たな負担が発生し

ないように、平成２８年度の診療報酬改定に伴うシステム改修に併せて、運用を開始する。

○ 電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院のみ対象。（有床診療所は対象外）
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７．病棟名及び病棟情報【貴院において、平成28年７月１日時点で一般病床・療養病床を有する全ての入院病棟の名称
　　及び病棟コードを入力してください。】
　※病棟の単位は、各病棟における看護体制の１単位をもって病棟として取り扱うものとします。特定入院料を算定する
　　治療室・病室については、当該施設基準の要件を満たす体制の１単位をもって病棟として取り扱うものとします。
　　（特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料４、地域包括ケア入院医療管理料１又は２を算定する場合は除く。）
　※同じ病棟名の病棟が存在する場合、病棟名に連番を付して区別してください。
　※病棟情報については、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院のみ入力対象となります。
　　平成28年６月診療分の電子レセプトに記録頂いた病棟コードを入力してください。

No 病棟名 病棟コード
レセプトに印字又は
表示する名称

1 ３階東病棟 １９０６４０００１慢性期機能病棟０１

2 ３階西回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟 １９０６３０００１回復期機能病棟０１

3 ４階東地域包括ケア病棟 １９０６３０００２回復期機能病棟０２

4 ４階西病棟 １９０６２０００１急性期機能病棟０１

5 ５階東病棟 １９０６２０００２急性期機能病棟０２

6 ５階ICU病棟 １９０６１０００１高度急性期機能０１
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（対応表イメージ）

○ 各医療機関の病棟と電子レセプトに記録された病棟の情報（病棟コード）とを関連づけるため、
以下の対応が必要。
○ 各医療機関は、次の対応表を病床機能報告の際に報告。
○ 病棟毎に４つの機能を９桁のコードで入力。

例） 高度急性期 １９０６１＊＊＊＊ 急性期 １９０６２＊＊＊＊

回復期 １９０６３＊＊＊＊ 慢性期 １９０６４＊＊＊＊

（注）下４桁は各病院において病棟毎に『０００１～００５０』の範囲で任意に設定。

病床機能と病棟の情報（病棟コード）の対応表について

各医療機関が有する
病棟名を記載

６月診療・７月請求分の
電子レセプトに記録した
病棟コードを活用
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電子レセプトを活用した病床機能報告の流れ（イメージ）


